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難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
第
七
号
」
を
「
第
六
号
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に
改
め
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。

第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
七
号
」
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「
第
六
号
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に
、
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第
九
号
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「
第
八
号
」
に
、

「
第
十
一
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
る
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第
二
十
条
第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
中
「
第
三
条
第
二
項
第
六
号
」
を
「
第
三
条
第
二
項
第
五
号
」

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
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「

」
を

「

」
に

改
め
、
同
様
式
備
考
１
中
「複
写
式
と
し
、
１
部

」
を
「３

枚
複
写
式
と
し
、
２
部

」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
二
中

「

」
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
三
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
四
中
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「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。
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別
記
第
十
三
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る

法
律
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
一
号
様
式
の
四
ま
で
及
び
第
十
三
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、

現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
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難
病
患
者
等
に
係
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医
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費
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の
助
成
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す
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規
則
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一
部
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改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
四
十
三
号

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
九
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
中
ホ
を
削
り
、
ヘ
を
ホ
と
し
、
同
項
第
六
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、

リ
か
ら
ヲ
ま
で
を
チ
か
ら
ル
ま
で
と
す
る
。

第
十
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
の
表
二
の
項
中
「
保
険
者
が
知
事
に
所
得
区
分
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と

に
同
意
す
る
旨
の
書
類
（
第
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
に
限

る
。
）
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ヘ
又
は
第
六
号
チ
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
一
号
ホ
又
は
第
六
号

ト
」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
三
中

「

」
を

「

」
に
、


